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ロボシュタイン・サービス利用規約 

 

第1条 （利用規約の目的） 

1. 株式会社コムスクエア（以下「当社」という。）は、このロボシュタイン・サービス利用規

約（以下「本規約」という。）を定め、これにより当社開発のロボシュタイン（以下「本サ

ービス」という。）のサービス（サービス内容及び提供条件の詳細は、第 5条、第 6条及び

別紙（サービス利用契約の利用申込書を含む）にて定める。）を提供する。 

2. 当社との間で本サービスの利用に関する契約（以下「サービス利用契約」という）を締結し

た者（以下「契約者」という。）は、本規約を誠実に遵守するものとする。 

 

第2条 （規約の適用と変更） 

1. 本規約は、本サービスの利用にかかわる一切に適用されるものとする。 

2. 当社が契約者に通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意等は、名目、形式の如何に

かかわらず本規約の一部を構成するものとする。 

3. 当社が別途規定する個別規定及び当社が随時、契約者又は利用者に対し通知する追加規定

は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定（個別契約を含みます）及び追加

規定が異なる場合には、個別規定及び追加規定が優先するものする。 

4. 当社は本規約を必要に応じ随時変更することがある。この場合の利用条件は、変更後の利用

規約によるものとする。 

5. 本規約の変更にあたっては、当社は契約者にその内容を当社が指定する Webサイト又は電子

メール、その他の方法により通知するものとする。ただし、この通知が到達しない場合であ

っても、変更後の利用規約を適用するものとする。 

6. 本サービスの情報セキュリティ管理体制の構築と運用については、当社の公表する以

下の文書等に基づき実施されるものとし、当該文書等とサービス利用契約（本規約及

び個別契約を含むが、この限りではないものとする）の内容とが相反するか又は実質

的に異なる場合には、当該文書等の内容が優先するものとする。 

（1） 情報セキュリティ基本方針 

https://www.comsq.com/security/  

（2） セキュリティホワイトペーパー 

https://www.comsq.com/pdf/isms/whitepaper.pdf 

 

第3条 （定義） 

本規約において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1） 「ロボシュタイン」とは、当社が契約者に役務提供するクラウドサービスを

いう。 

（2） 「クラウドサービス」とは、ネットワークを経由してサーバ、ストレージ、

ネットワーク、OS、ソフトウェア等を契約者が利用可能とするサービスを総称してい

う。 

（3） 「サービスシステム」とは、当社が管理しているアプリケーション・プログ

ラム、サーバ・コンピュータ及びネットワーク機器等の総称であって、本サービスを提

供するための設備をいう。 

https://www.comsq.com/security/
https://www.comsq.com/pdf/isms/whitepaper.pdf
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（4） 「アクセス情報」とは、契約者が当社から提供を受けた ID・パスワードその

他の情報であって、本サービスの利用のために必要な情報をいう。 

（5） 「サービス実施情報」とは、契約者の本サービス利用によって発生又は当社

以外からの提供によりサービスシステムが取得した全ての情報（契約者から取得した個

人情報を含むが、これに限定されない。）をいう。 

（6） 「サービス仕様書」とは、本サービスの提供内容、提供範囲、提供方法その

他の諸条件が記載された文書を総称していうものとする。 

 

第4条 （基本的法律関係） 

当社は、本規約に定める条件で本サービスを契約者に提供し、これに対し、契約者は、本規約

に定める条件で、本サービスの利用料を当社に支払う。 

 

第5条 （本サービスの提供内容） 

1. 当社は、契約者に対し、サービス仕様書に定めるサービスを提供する。 

2. 当社は、本サービスの提供に係るサービスシステムが停止した場合には、自己の費用負担に

おいて、速やかに、商業上合理的な最善の努力をもって復旧作業を行うものとする。 

 

第6条 （オプションサービス） 

当社は、契約者が希望する場合には、契約者に対し、オプションサービス機能を提供する。各

機能の詳細については別紙（サービス利用契約の利用申込書を含む）にて定める。 

 

第7条 （第三者による本サービスの利用） 

契約者は当社の書面による事前の承諾を得ることを条件として、当社の定める条件の範囲内

で契約者と取引関係にある第三者に対して、下記各号に定める態様にて本サービスの機能の

一部を利用させることができる。 

（1） 本サービスの管理画面の利用権限の一部又は全部を提供し、第 5 条第 1 項各号

に定める操作を行わせること。 

（2） サービス実施情報の全部又は一部を提供すること。 

 

第8条 （サービス水準） 

本規約に基づく本サービスの提供は、本契約に特別の定めがある場合を除いて、契約者が本

契約を締結した時点において現実に提供しているサービス水準によるものとする。 

 

第9条 （利用料） 

1. 契約者は、当社に対し、本サービスの利用料として、当該各号に定める料金を支払う。利用料

の詳細については、別紙（サービス利用契約の利用申込書を含む）にて定める。 

（1） 基本サービス利用料 

本サービスの基本サービスの利用に対して契約者に課される金額をいい、導入初期費用、

サービス月額費用、管理画面の利用料その他の利用料を含む。 

（2） サービス利用手数料 

別紙（サービス利用契約の利用申込書を含む）で定めた条件に基づき、本サービスの利用
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実績に応じて契約者に課される料金をいう。 

（3） オプションサービス利用料 

契約者が第 6 条のオプションサービスの利用を申し込んだ場合に、当該サービスの内容及

び利用実績に応じて契約者に課される金額をいう。 

2. 当社は、契約者に対し、原則として、毎月最終日の経過後遅滞なく、当該月における本サービ

スの利用料に係る請求書を発行する。 

3. 契約者は、当社に対し、前項の請求書に記載の支払期日までに、当該請求書に記載の利用料

を、当社の指定する銀行口座に振り込む方法又は当社が別途指定する方法により支払う。振

込手数料は契約者の負担とする。 

4. 契約者が前項の支払期日までに利用料の支払いを行わなかった場合、契約者は、当社に対し、

当該利用料に加え、当該利用料に対する年 14.5%の割合による遅延損害金を支払う。 

 

 

第10条 （利用料の変更） 

当社は、前条に掲げる利用料を変更することができ、当該変更の前後にこれを契約者へ通知

するものとする。 

 

第11条 （本サービス利用に関する申込） 

1. サービス利用契約は、契約者が当社指定の申込書（電磁的方法による書面を含む）を、本サー

ビスを利用するための必要事項を記載のうえ当社に提出し、当社がこれに対し承諾の通知を

発信したときに成立するものとする。なお、契約者は、本規約の内容を承諾のうえ申込を行

うものとし、契約者が申込を行った時点で、当社は、契約者が本規約の内容を承諾している

ものとみなす。 

2. 当社の契約者に対する本サービス及びオプションサービスの提供義務並びに契約者の当社に

対する利用料支払い義務は、当社が前項の申込書を受領したことをもって発生し、その内容

は当該申込書の記載事項に従うものする。 

 

第12条 （利用条件） 

1. 契約者による本サービスの利用範囲は、本規約及び当社が別途発行するサービス仕様書が定

めた内容に限定されるものとする。 

2. 契約者は、自己と取引関係にある第三者に本サービスを利用させる場合には、事前にその旨

を当社に申請し、当社の書面による承諾を得るものとする。 

3. 契約者は、当社から本サービス利用状況に関する調査（ご利用満足度調査、新規の機能又は

サービスに関するアンケート、異常・トラブル等が発生した場合の原因究明及び解決に必要

な調査を含むが、これに限定されない。）の申出があった場合には、これに応じるものとする。 

 

第13条 （アクセス情報の管理） 

1. 契約者は、当社より提供されたアクセス情報を、当社の書面による承諾なく、第三者に対し

開示してはならない。 

2. 契約者は、当社から契約者に対し提供されたアクセス情報により本サービスの利用が行われ

た場合において、当該利用が契約者以外の第三者（契約者の広告主を含む）によるものであ
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った場合でも、全て契約者自身による利用とみなされることに同意する。契約者は当社に対

し、当該利用に基づき発生した利用料の支払義務を負う。 

3. 前項において、第三者による本サービスの利用により契約者に損害が発生した場合であって

も、当社は契約者に対し、一切の損害賠償義務を負わないものとする。 

 

 

第14条 （競合事業者等の利用禁止） 

1. 当社との間でサービス利用契約の締結を申し込む法人又は個人は、自らが本サービスと競合

する事業者又は当該事業者の関連事業者（以下、「競合事業者等」という。）ではないことを、

当社に誓約する。当社は、競合事業者等からのサービス利用契約の申し込みを当社は拒絶す

ることができる。 

2. 契約者が前項の競合事業者等に該当すると当社が判断した場合には、当社は当該契約者との

サービス利用契約の全部又は一部を、催告をすることなく、直ちに、解除することができる。

この場合、当該契約者は契約期間中の支払債務を免れることはできない。 

3. 当社は前 2 項の規定に基づき、サービス利用契約の申し込みを拒絶または解除したことによ

り、サービス利用契約の申し込みを拒絶された法人又は個人、サービス利用契約を解除され

た契約者に生じた一切の損害に対し、いかなる義務又は責任も負わないものとする。 

 

第15条 （競合サービスの利用制限） 

1. 契約者は、サービス利用契約締結期間中、本サービスの競合サービスを新たに導入してはな

らないものとする。 

2. サービス利用契約締結時において、契約者が本サービスの競合サービスを既に利用している

場合、契約者は、当社に対しその旨を通知するとともに、サービス利用契約締結後速やかに、

当該競合サービスの利用を中止するものとする。 

3. 前項の場合において、契約者は当社に対し、競合サービスの利用中止予定時期をサービス利

用契約締結後１５日以内に通知し、当社の承諾を得るものとする。 

4. 当社は、契約者が前３項のいずれかに違反した場合には、催告をすることなく、直ちに、サー

ビス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとし、当該契約を解除された契約

者が被った一切の損害に対し、いかなる義務又は責任も負わないものとする。 

 

第16条 （禁止事項） 

契約者は、本サービスの利用にあたり、当該各号のいずれかに該当する行為又は該当すると

当社が判断する行為を行ってはならない。 

（1） 当社から許諾を受けた範囲を超えて本サービスを利用する行為（本サービスを

通じて取得した情報の二次利用を含む）。 

（2） 当社若しくは第三者の著作権、特許権、商標権などの知的財産権その他の権利

を侵害する行為又はそのおそれのある行為。 

（3） 当社の書面による承諾なしに、本サービスを第三者に利用させる行為。 

（4） 法令に違反する行為、犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為 

（5） 本サービスの運営に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為 

（6） その他、当社が不適切と判断する行為 
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第17条 （不適切情報の削除） 

当社は、契約者から提供された情報のうち、当社が不適切と判断する情報（公序良俗に反す

る情報を含むが、これに限定されない。）を予告なく削除することができ、当該削除に伴い発

生した損害その他の結果について、一切の責任を追わないものとする。 

 

第18条 （導入事例の公開） 

当社は、契約者からの特段の申入れがない限り、契約者の会社名を当社の導入事例として公

開できるものとする。 

 

第19条 （利用制限） 

1. 当社は、当該各号に掲げる場合には、契約者に対し事前の通知を行うことなく、直ちに本サ

ービスの利用を制限することができる。ただし、当社は、契約者に対し、事後速やかに、当該

制限の理由を伴っての報告を実施する。 

（1） システムに過大な負荷を生じるおそれがあると当社が判断した場合 

（2） サービスシステムの保守を緊急に行う必要があると当社が判断した場合 

（3） 契約者、広告主及びユーザーが、本サービスの利用に際し、次に掲げるいずれ

かに該当する行為を行い、又は行うおそれがある場合 

① 法令に違反する行為 

② 本サービスの提供を妨げる行為 

③ 青少年の健全な育成を害する行為 

④ 宗教又はこれに準じる行為 

⑤ 公序良俗、一般常識に反する行為 

⑥ その他、当社が不適切と判断する行為 

2. 当社は、当該各号に掲げる場合には、契約者に対し事前の通知を行った上で、本サービスの

利用を制限することができる。 

（1） 契約者が第 31 条第 1 項第 1 号から同第 9 号に規定するいずれかの事由に該当

した場合 

（2） サービスシステムの保守を行う必要があると当社が判断した場合 

（3） 契約者がサービス利用契約の内容に違反した場合 

（4） その他、当社が必要と判断する事情がある場合 

3. 当社は、前 2 項の規定に基づき本サービスの利用を制限したことにより、契約者、広告主及

びユーザーその他第三者に生じた一切の損害に対し、いかなる責任も負わない。 

 

第20条 （サービスの停止） 

1. 当社は、当該各号に掲げる場合には、契約者に対し事前の通知を行うことなく、直ちに本サ

ービスの利用を停止することができる。ただし、当社は、契約者に対し、事後速やかに、当該

停止の理由を伴っての報告を実施する。 

（1） 電気通信事業法等に定める事態の発生により、本サービスの利用停止が必要と

なった場合（同法第 8 条第 1 項参照。下記はその一例であるが、これに限定されない）。 

① 天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合 
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② 通信若しくは電力の供給の確保が必要な場合 

③ 秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱う必要がある

場合 

（2） 通信事業者が、本サービスの提供に関する通話サービスないし通信サービスの

停止を行った場合 

（3） サービスシステムに故障が発生した場合 

2. 当社は、当該各号に掲げる場合には、契約者に対し事前の通知を行った上で、本サービスの

利用を停止することができる。 

（1） 契約者が第 31 条第 1 項第 1 号から同第 9 号に規定するいずれかの事由に該当

した場合 

（2） サービスシステムの保守を行う必要があると当社が判断した場合 

（3） 契約者が本規約の内容に違反した場合 

（4） その他、当社が必要と判断する事情がある場合 

3. 当社は、前 2 項の規定に基づき本サービスの利用を停止したことにより、契約者、契約者の

取引先及びその他第三者に生じた一切の損害に対し、いかなる責任も負わない。 

 

第21条 （連絡等窓口） 

1. 契約者及び当社は、別紙（サービス利用契約の利用申込書を含む）に必要事項を記載するこ

とにより、本規約の履行のための連絡及び確認を行う「連絡等窓口」を相互に通知する。 

2. 契約者及び当社は、本規約に基づき相手方に対して何らかの通知をする場合には、本規約に

特別の定めのある場合を除いて、別紙（サービス利用契約の利用申込書を含む）に記載され

た各々の連絡等窓口間における電話連絡又は電子メールの送受信の方法によりこれを行なう。 

3. 契約者及び当社は、第 1 項の規定に基づき定めた連絡等窓口を変更した場合には、直ちに、

必要事項を記載した「連絡等窓口変更通知書」を作成してこれを相手方に提出する。 

 

第22条 （権利の帰属） 

1. 本サービス、サービスシステム及びこれらに関する各種資料（サービス実施情報を含むがこ

れに限定されない）の所有権、著作権を含む知的財産権その他一切の権利は、当社に帰属す

る。 

2. 前項のサービスシステムは、契約者からのカスタマイズの申込みに基づいて製作されたアプ

リケーション・プログラムを含む。なお、契約者は、カスタマイズを希望する場合には、当社

とカスタマイズの取引条件を定めた契約を別途締結することにより、その処理を委託するこ

とができる。 

 

第23条 （権利の譲渡等） 

契約者及び当社は、相手方からの書面による事前の承諾がない限り、第三者に対し、本規約

に基づき取得した権利、義務又は契約上の地位について、これを譲渡し、引受けさせ、又は承

継させないものとし、かつ、担保の目的に供してはならない。 

 

第24条 （第三者の知的財産権） 

1. 第 23条 当社は、契約者に対し、本サービス又はサービスシステムが、第三者の著作権又は



CONFIDENTIAL 

利用規約 

 7 / 17 

 

特許権（以下本条において総称して「知的財産権」という。）を侵害していないことを表明し、

保証する。但し、特許権については、サービス利用契約の締結日現在において、当該特許権が

特許法（昭和 34 年 4 月 13 日法律第 121 号）に基づき日本国の特許庁において設定の登録を

受けていたときに限る。 

2. 契約者は、第三者から本サービス又はサービスシステムに関して知的財産権の侵害を理由と

する警告を受けた場合には、直ちに、その旨を当社に通知する。なお、契約者は、当該警告を

書面で受けた場合には、ファクシミリの送信の方法により、当該警告状の写しも当社に提供

する。 

3. 当社は、本サービス若しくはサービスシステムが第三者の知的財産権を侵害していた場合又

はそのおそれがあると判断した場合には、第 1 項の規定に基づき、自らの責任と費用負担に

おいて当該第三者との知的財産権をめぐる紛争を解決し、契約者を免責し、補償する。この

場合において、契約者は、当社に対し、当該紛争を解決するために必要な一切の権限（訴訟追

行権を含む。）を付与する。 

4. 当社は、本サービス若しくはサービスシステムが第三者の知的財産権を侵害していた場合又

はそのおそれがあると判断した場合であっても、サービスシステムの侵害部分をこれと同種

の機能を有することを条件として侵害しないものに変更し又はこれを取り替える方法により

当該紛争を回避し、当該変更等を加えたサービスシステムに基づき契約者に本サービスを提

供することができ、当該対応を遂行することができないときに限り、前項で定める措置をと

るものとする。 

5. 当社は、第 3 項の規定にかかわらず、本サービス又はサービスシステムに関する第三者との

知的財産権の侵害を理由とする紛争が契約者の提出した業務要件書、契約者の用意した仕様

書（契約者が提出した場合に限る。）又は契約者の指図、指示等による場合その他当社の責め

に帰することのできない事由による場合には、契約者、契約者の取引先及びその他第三者に

生じた一切の損害に対し、いかなる責任も負わない。 

 

第25条 （秘密保持義務） 

1. 本規約において、秘密情報とは本契約に基づき開示される、甲及び乙の技術上、営業上、もし

くは業務上の情報をいい、文書、電磁的記録媒体、口頭または視覚その他開示の方法及び媒

体を問わないものとし、本契約に基づき乙が甲に閲覧を許可する本サービスのサービス管理

画面上で表示される内容、本規約並びにサービス利用契約の各内容も、本契約の秘密情報と

みなされるものとする。 

2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除く

ものとする。 

（1） 被開示者が提供を受ける時点において既に公知となっている情報 

（2） 被開示者が提供を受けた後その責めに帰すべき事由によることなく公知とな

った情報 

（3） 被開示者が提供を受ける時点において既に保有しかつ秘密として管理してい

ない情報 

（4） 被開示者が秘密情報から独立して自ら創作し又は作製した情報 

（5） 被開示者が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に取得した情報 

3. 被開示者は、開示者からの事前の書面による承諾のない限り、第三者（提供された秘密情報
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を知る正当の理由のある、自己の役員、顧問弁護士等の法律上で守秘義務を負う専門家及び

従業員を除く。）に対し、提供された秘密情報を漏洩してはならない。但し、捜査機関が裁判

官の発する令状に基づき強制捜査を行う場合その他の被開示者が法令上秘密情報を提供する

義務を負う場合には、この限りでない。この場合、当該提供の要請を受けた被開示者は、速や

かに、その旨を開示者に通知しなければならない。 

4. 被開示者は、サービス利用契約を履行するためにのみ、提供された秘密情報を参照し、複写

し、若しくは複製し、又は加工し、若しくは利用することができる。 

5. 被開示者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、自己の同種の秘密情報を管理する

場合と同等の注意をもって、開示された秘密情報を管理するものとする。但し、かかる注意

義務の程度は、いかなる場合であっても、善良なる管理者の注意義務を下回ってはならない

ものとする。 

6. 被開示者が開示者の書面による事前の同意により第三者に対して秘密情報を開示する場合は、

本条に定める条件と同等の義務を当該第三者に負担させなければならないものとする。 

7. 被開示者は、秘密情報の漏洩、もしくは秘密情報を化体した有形の媒体の紛失を防止するた

め、施設の整備等適切な措置を講じなければならないものとする。万一、漏洩、紛失、盗難が

生じた場合は、直ちにその旨を開示者に通知し、その後の対応について協議するものとする。 

8. 被開示者は、開示者から秘密情報の返還請求を受けた場合又はサービス利用契約が終了した

場合には、提供された秘密情報を記載し若しくはこれを記録した有形媒体（複写若しくは複

製した物を含む。）を速やかに開示者に返還し、又は開示者の指示に従い当該媒体（電子ファ

イルの形式により提供された秘密情報を含む。）を廃棄し、若しくは抹消する。 

9. 秘密情報に関する全ての権利は、開示者に帰属するものとし、被開示者に対する当該秘密情

報の開示は、如何なる知的財産権に基づく権利についても、譲渡され、又は実施を許諾され

たとはみなされない。 

10. 開示者は、非開示者に対し、秘密情報の内容及びその使用の結果について、理由の如何を問

わず、いかなる保証も与えるものではないものとする。 

 

第26条 （個人情報の取扱い） 

1. 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において、契約者から個人情報保

護法第２条第１項に定める個人情報を提供又は委託されることがある。当社は、提供又は委

託された個人情報を当社が定める期間、当社が定める方法により保管するものとする。当社

に よ る 個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い て は 、 別 途 当 社 の プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー

（http://www.comsq.com/privacy.html）の定めによるものとし、契約者は、当社が当該プラ

イバシーポリシーに従って、個人情報を取扱うことについて同意する。 

2. 契約者は、当社から提供された個人情報につき、適用ある法令（個人情報の保護及び通信の

秘密に関する法律を含むが、それに限定されない。）の定めに準じて厳重に管理するものと

する。 

3. 契約者は、当社が、個人情報保護法の規定に基づき、第１項の規定により取得した情報を当

社が業務を委託する他の事業者に対して委託する場合があることに同意する。 

4. 契約者は、当社が第２２条（権利の譲渡）の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合

において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の

請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び

http://www.comsq.com/privacy.html
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第２０条（サービスの停止）の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内

容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、

同意する。 

5.  契約者は、当社が第２２条（権利の譲渡）の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合

において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に

通知する場合があることについて、同意する。 

6. 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定

と同様に扱うこととする。 

 

第27条 （サービス実施情報の取扱い） 

1. 当社は、契約者への本サービス提供を通じて取得したサービス実施情報の全ての情報、デー

タ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で利用・加工すること

ができるものとし、契約者はこれに異議を唱えないものとする。 

2. 当社は、サービス実施情報に関し、契約者及び契約者の取引先、その他第三者との間に生じ

た紛争について、当該紛争が当社の故意又は重過失に基づくものである場合を除き、一切の

責任を負わないものとする。 

3. 契約者は、本条の各条項に服することを条件として、サービス利用契約終了後も当社がサー

ビス実施情報を利用・加工することについて承諾するものとする。 

 

第28条 （目的外利用の禁止）  

1. 当社が契約者に対してサービス利用契約に基づき提供する全ての情報並びにサービス実施情

報については、契約者はサービス利用契約の目的外の使用をしてはならない。 

2. 契約者が前項に該当した場合、当社は、催告をすることなく、直ちに、サービス利用契約の全

部又は一部を解除することができる。 

3．当社は、前項の規定に基づきサービス利用契約を解除したことにより、契約者、広告主及びユ

ーザーその他第三者に生じた一切の損害に対し、いかなる責任も負わない。 

 

第29条 （損害賠償） 

1. 契約者及び当社は、サービス利用契約の違反その他自己の責めに帰すべき事由により相手方

に損害を発生させた場合、相手方に対し、現実に発生した直接かつ通常の損害（予見の有無

を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害及び逸失利益は含まない。）を対象として賠償

責任を負う。ただし、故意又は重過失による場合はこの限りでない。 

2. 当社の責めに帰すべき事由により、契約者が本サービスの機能の全てを利用することができ

なくなった場合（本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、機能の全てを利用することが

できない場合と同程度の状態となった場合を含む）、当該利用ができなかった期間に対応する

下記各号の利用料（ただし、当該利用ができない状態にあることを当社が知った時点以降、

その状態が連続した時間について 24時間ごとに日数を計算し（1日に満たない端数は切り捨

てる）、当該日数に対応する利用料に限る）の合計額を、契約者の被った損害とみなし、当社

は契約者に対し、当該合計額を上限として、損害を賠償する責任を負う。 

（1） 第 9条第 1項第 1号に掲げる基本サービス利用料のうち、サービス月額費用 

（2） 第 9条第 1項第 2号に掲げるサービス利用手数料のうち、月額管理費用 
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（3） 第 9条第 1項第 4号に掲げるオプションサービス利用料のうち、月額利用料 

3. 前項の場合を除き、契約者が当社に対し請求可能な損害賠償額は、サービス利用契約に基づ

き当社が契約者から支払いを受けた直前 1ヶ月分の料金料に相当する額を上限とする。 

4. 前 2項の場合において、損害賠償の手段は金銭賠償に限るものとする。 

5. 第 1 項において、当社が契約者に対し賠償を請求可能な損害は、契約者による本サービスの

利用に関し契約者と第三者との間で紛争が発生した場合において、当該紛争の解決のため当

社が負担した費用を含むものとする。 

 

第30条 （免責） 

1.当社は、契約者による本サービスの利用について、所定の計測結果の実現その他の一切の成果を

保証するものではない。 

2.当社は、本サービスのシステム内に保管されたユーザーのデータ等に対して、一切の責任を負わ

ない。 

 

第31条 （契約期間等） 

 

1. サービス利用契約の有効期間は、サービス利用契約締結の日から 1 年とする。但し、期間満

了の日から 3 ヵ月前までに、契約者又は当社のいずれかにより、非更新の申入れがない場合

は、サービス利用契約は同一条件をもって更に 1 年間これを延長するものとし、以後もまた

同様とする。 

2. 前項にもかかわらず、契約者は当社に対し 6 ヶ月前までに通知することにより、サービス利

用契約を終了させることができるものとする。この場合、契約者は違約金として、最低継続

期間満了までの残余期間に基本サービス利用料の月額費用を乗じた額を、当社へ一括で支払

うものとする。当社は、本サービスを終了する場合、サービス利用契約の終了希望日の 3 ヶ

月以上前に契約者に通知することにより、サービス利用契約を終了することができるものと

する。 

 

第32条 （反社会的勢力の排除） 

 

1. 契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員で無くなった時から 5 年を経過しな

い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、準暴力団に属する者、総会屋等、社会運

動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員

等」という）に該当しないこと、及び暴力団員等の共生者、密接関係者又は密接交際者を表す

次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと

を表明し保証する。 

（1） 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

（2） 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

（3） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ

と。 

（4） 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしてい
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ると認められる関係を有すること。 

（5） 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有すること。 

2. 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を

行ってはならない。 

（1） 暴力的な要求行為 

（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（3） 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（4） 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手

方の業務を妨害する行為 

（5） その他前各号に準ずる行為 

3. 契約者及び当社は、相手方が第１項のいずれか一にでも違反すると疑われる合理的な事情が

ある場合には、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協

力するものとする。また、契約者又は当社は、自らが、第１項のいずれか一にでも違反し、又

はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に対し、直ちにその旨を通知するもの

とする。 

4. 契約者及び当社は、相手方が前 3 項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期

限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちにサービス利用契

約を解除することができるものとする。なお、前 3 項のいずれかの違反に起因して契約者又

は当社が損害を被った場合、相手方は当該当事者に対してかかる損害を賠償するものとし、

本項に基づく解除権の行使によってもこれは妨げられない。 

5. 契約者及び当社は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の

義務又は責任を負わないものとする。 

 

第33条 （契約の解除） 

 

1. 契約者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、催告をすることなく、

直ちに、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができる。 

（1） 振出、保証、引受又は裏書した手形、小切手の不渡り、支払停止その他財産状

態が悪化したと認められるとき。 

（2） 差押、仮差押若しくは競売の申立てを受けたとき又は租税滞納処分を受けたと

き。 

（3） 破産、民事再生、会社更生手続の申立てを受け又は自らこれらの申立てをした

とき。 

（4） 行政庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。 

（5） 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。 

（6） 代表取締役が解任されたとき。 

（7） 資金提供その他の方法を通じて、反社会的勢力の経営、運営に協力又は関与し

ていると認められるとき。 

（8） サービス利用契約又は別紙（サービス利用契約の利用申込書を含む）の定めに

違反し、他の当事者からの相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその
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期間内に履行し又は是正しないとき。 

（9） その責めに帰すべき事由により履行すべき債務の全部又は一部を不能にした

とき。 

2. サービス利用契約が解除された場合でも、その効力は、既往に及ぼさないものとする。 

3. サービス利用契約が解除された場合において、契約者の当社に対する未払い債務が存在する

場合、当社は契約者に対し、当該未払い債務に係る請求書を遅滞なく発行し、契約者は当該

請求書に記載の支払期限までに、当該未払い債務を当社に支払うものとする。 

4. 契約者及び当社は、第 1 項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切

の義務又は責任を負わないものとする。 

 

第34条 （余後効） 

 

1. サービス利用契約が終了した場合であっても、以下の各規定については、その効力が存続す

るものとする。 

・第 13条第 3項（アクセス情報の管理） 

・第 17条（不適切情報の削除） 

・第 19条第 3項（利用制限） 

・第 20条第 3項（サービスの停止） 

・第 23条（権利の譲渡等） 

・第 24条（第三者の知的財産権） 

・第 25条（秘密保持義務） 

・第 26条（個人情報の取扱い） 

・第 27条（サービス実施情報の取扱い） 

・第 28条第 3項（目的外利用の禁止） 

・第 29条（損害賠償） 

・第 30条（免責） 

・第 33条第 3項（契約の解除） 

・第 34条（余後効） 

・第 35条（準拠法） 

・第 37条（紛争解決方法及び管轄裁判所） 

・第 38条（完全合意） 

 

第35条 （準拠法） 

サービス利用契約の成立、効力、解釈及び履行は、日本法に準拠する。 

 

第36条 （誠実協議） 

本規約に定めのない事項や紛争が生じた場合には、その都度、契約者及び当社が誠意をもっ

て協議し、円満に解決するよう努力しなければならない。 

 

第37条 （紛争解決方法及び管轄裁判所） 

サービス利用契約に関して前条の協議をもってしても解決することができない紛争が生じた
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場合には、訴訟手続きに付してこれを解決するものとし、東京地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とする。 

 

第38条 （完全合意） 

サービス利用契約は、締結日現在における契約者と当社の合意を規定したものであり、サービ

ス利用契約締結以前に契約者と当社の間でなされた協議内容、合意事項又は契約者又は当社か

ら相手方に対して提供された各種資料、依頼内容等とサービス利用契約の内容とが相反するか

又は実質的に異なる場合には、サービス利用契約の内容が優先する。 

以上 

 

附則 

本規約は、2019年 12月 9日から適用される。 

改定 2026年 3月 10日  
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別紙 『ロボシュタインの利用料金』 

 

■各種料金一覧 

（1）基本サービス利用料 

項目 金額 

導入初期費用  

サービス月額費用  

 

（2）オプションサービス利用 

項目 月額費用 

 

 

 

 

 

 

 

（3）サービス利用手数料 

別紙（サービス利用契約の利用申込書を含む）で定めた条件に基づく。 

以上 
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別紙 3 『連絡等窓口（本規約第 20条関連）』 

 

 契約者及び当社の連絡等窓口は、以下のとおりとする。 

 

 1.契約者の連絡等窓口 

氏 名 担当部課名 連絡先 

  TEL： 

E-Mail： 

 

 

 TEL： 

E-Mail： 

 

2.当社の連絡等窓口 

氏 名 担当部課名 連絡先 

ロボシュタイン 

サポート担当 

ネットワークソリュー

ション事業部 

サポートチーム 

TEL：  

E-Mail：  

 ネットワークソリュー

ション事業部 

セールスチーム 

TEL： 

E-Mail： 

 

 

以上 
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（参考） 

 

連絡等窓口変更通知書 

 

  年  月  日 

 

株式会社コムスクエア 御中 

 

                        株式会社●●●      印 

 

 

当社は、貴社との平成××年××月××日付「ロボシュタイン・サービス利用規約」第 6 条

第 3 項の規定に基づき、当該契約に基づく自己の業務を遂行するための連絡及び確認を行う

連絡等窓口を下記のとおり変更したことを通知します。 

 

 

記 

（1）変更前 

氏 名 担当部課名 連絡先 

※契約者担当者名 

 

※部署名 TEL：※代表、又は直通 

E-Mail：本人、又は ML 

 

 

 TEL： 

E-Mail： 

   

 

（2）変更後 

氏 名 担当部課名 連絡先 

 

 

 TEL： 

E-Mail： 

 

 

 TEL： 

E-Mail： 

 

以上 
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株式会社コムスクエア 

セキュリティホワイトペーパー 

 

以下 URL に記載の通り。 

https://www.comsq.com/pdf/isms/whitepaper.pdf   

 

 

https://www.comsq.com/pdf/isms/whitepaper.pdf

